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ネットキャッシング規定 新旧対照表 

 

旧 新 

規定名 

ネットキャッシング規定 

規定名 

カードローン規定 

 

前文 

お客さまが、ジャパンネット銀行（以下「当社」といいます）との間で、SMBC

コンシューマーファイナンス株式会社（以下「保証会社」といいます）の保証に

基づき行うネットキャッシング取引（以下「本取引」といいます）は、この規定

の定めるところによるものとします。 

前文 

お客さまが、ジャパンネット銀行（以下「当社」といいます）との間で、SMBC

コンシューマーファイナンス株式会社（以下「保証会社」といいます）の保証に

基づき行うカードローン（※）取引（以下「本取引」といいます）は、この規定

の定めるところによるものとします。 

※2021 年 3 月 2 日まで「ネットキャッシング」（旧商品名） 

第 2 条 （取引方法） 他 

 ネットキャッシング 

 カードローン 

 クレジットライン 

 借り入れおまとめローン 

第 2 条 （取引方法） 他 

規定内の各種ローンの商品名を下記のとおり変更 

 カードローン 

 （旧）カードローン 

 （旧）クレジットライン 

 （旧）おまとめローン 

第 11 条 （随時返済） 

1．本取引に係る返済は、前条規定の約定返済によるほか、返済用口座に入金し

た後、パソコンまたはモバイル操作によってローン口座へ振り替えを行う方法に

よって行うことができます。なお、ネットキャッシングの貸越極度額の範囲内で

の借り入れ、随時返済、残高照会ができる提携 ATM からの場合には、当該提携

第 11 条 （随時返済） 

1．本取引に係る返済は、前条規定の約定返済によるほか、返済用口座に入金し

た後、パソコンまたはスマートフォン操作によってローン口座へ振り替えを行う

方法によって行うことができます。なお、カードローンの貸越極度額の範囲内で

の借り入れ、随時返済、残高照会ができる提携 ATM からの場合には、当該提携
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ATM から返済用口座へ入金し、ローン口座へ振り替えを行う方法によって行うこ

とができます。 

ATM から返済用口座へ入金し、ローン口座へ振り替えを行う方法によって行うこ

とができます。 

 

 

ネットキャッシング保証委託約款 新旧対照表 

 

旧 新 

規定名 

ネットキャッシング保証委託約款 

規定名 

カードローン保証委託約款 

 

前文 

私は、次の各条項に同意のうえ、株式会社ジャパンネット銀行（以下「金融機関

等」という。）との、極度型ローン『ネットキャッシング』規定（当座貸越規定）

（以下「ローン契約」という。）に基づき私が金融機関等に対し負担する債務につ

いて、保証委託者としてＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社（以下「保

証会社」という。）に保証を委託します。 

前文 

私は、次の各条項に同意のうえ、株式会社ジャパンネット銀行（以下「金融機関

等」という。）との、極度型ローン『カードローン』規定（当座貸越規定）（以下

「ローン契約」という。）に基づき私が金融機関等に対し負担する債務について、

保証委託者としてＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社（以下「保証会

社」という。）に保証を委託します。 
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カードローン規定 新旧対照表 

 

旧 新 

規定名 

カードローン規定 

規定名 

（旧）カードローン規定 

前文 

ジャパンネット銀行（以下「当社」といいます）とカードローン契約書（以下「契

約書」といいます）に基づくカードローン取引（以下「本取引」といいます）を

行う場合は別途定める各取引規定によるほか、下記条項に同意したものとして取

り扱います。 

前文 

ジャパンネット銀行（以下「当社」といいます）と（旧）カードローン契約書

（以下「契約書」といいます）に基づく（旧）カードローン（※）取引（以下

「本取引」といいます）を行う場合は別途定める各取引規定によるほか、下記

条項に同意したものとして取り扱います。 

※2021 年 3 月 2 日まで「カードローン」（旧商品名） 

第 1 条 （取引方法） 他 

 ネットキャッシング 

 カードローン 

 クレジットライン 

 借り入れおまとめローン 

第 1 条 （取引方法） 他 

 カードローン 

 （旧）カードローン 

 （旧）クレジットライン 

 （旧）おまとめローン 

 

規定内の商品名を上記のとおり変更 

第 10 条 （随時返済） 

1.本取引に係る返済は、前条規定の約定返済によるほか、返済用口座に入金した

後、パソコンまたはモバイル操作によってローン口座へ振り替えを行う方法によ

って行うことができます。 

第 10 条 （随時返済） 

1.本取引に係る返済は、前条規定の約定返済によるほか、返済用口座に入金した

後、パソコンまたはスマートフォン操作によってローン口座へ振り替えを行う方

法によって行うことができます。 
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カードローン保証委託約款 新旧対照表 

 

旧 新 

規定名 

カードローン保証委託約款 

規定名 

（旧）カードローン保証委託約款 

 

前文 

私は、次の各条項に同意のうえ、株式会社ジャパンネット銀行（以下「金融機関

等」という。）との、極度型ローン『カードローン』規定（当座貸越規定）（以下

「ローン契約」という。）に基づき私が金融機関等に対し負担する債務について、

保証委託者としてＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社（以下「保証会

社」という。）に保証を委託します。 

前文 

私は、次の各条項に同意のうえ、株式会社ジャパンネット銀行（以下「金融機関

等」という。）との、極度型ローン『（旧）カードローン』規定（当座貸越規定）

（以下「ローン契約」という。）に基づき私が金融機関等に対し負担する債務につ

いて、保証委託者としてＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社（以下「保

証会社」という。）に保証を委託します。 

 

 

クレジットライン規定（2005 年 9 月 1 日以降に契約された方） 新旧対照表 

 

旧 新 

規定名 

クレジットライン規定（2005 年 9 月 1 日以降に契約された方） 

規定名 

（旧）クレジットライン規定（2005 年 9 月 1 日以降に契約された方） 

 

前文 

ジャパンネット銀行（以下「当社」といいます）とクレジットライン／借入申込

前文 

ジャパンネット銀行（以下「当社」といいます）と（旧）クレジットライン／借
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(契約)書兼保証委託申込(契約)書（以下「契約書」といいます）に基づくクレジ

ットライン取引（以下「本取引」といいます）を行う場合は別途定める各取引規

定によるほか、下記条項に同意したものとして取り扱います。 

入申込(契約)書兼保証委託申込(契約)書兼印鑑届（以下「契約書」といいます）

に基づく（旧）クレジットライン（※）取引（以下「本取引」といいます）を行

う場合は別途定める各取引規定によるほか、下記条項に同意したものとして取り

扱います。 

※2021 年 3 月 2 日まで「クレジットライン」（旧商品名） 

第 1 条 （取引方法） 他 

 ネットキャッシング 

 カードローン 

 クレジットライン 

 借り入れおまとめローン 

第 1 条 （取引方法） 他 

 カードローン 

 （旧）カードローン 

 （旧）クレジットライン 

 （旧）おまとめローン 

 

規定内の商品名を上記のとおり変更 

第 10 条 （随時返済） 

1.本取引に係る返済は、前条規定の約定返済によるほか、返済用口座に入金した

後、パソコンまたはモバイル操作によってローン口座へ振り替えを行う方法によ

って行うことができます。 

第 10 条 （随時返済） 

1.本取引に係る返済は、前条規定の約定返済によるほか、返済用口座に入金した

後、パソコンまたはスマートフォン操作によってローン口座へ振り替えを行う方

法によって行うことができます。 

 

 

クレジットライン保証委託約款（2005 年 9 月 1 日以降に契約された方） 新旧対照表 

 

旧 新 

規定名 

クレジットライン保証委託約款（2005 年 9 月 1 日以降に契約された方） 

規定名 

（旧）クレジットライン保証委託約款（2005 年 9 月 1 日以降に契約された方） 
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前文 

私は、次の各条項に同意のうえ、株式会社ジャパンネット銀行（以下「金融機関

等」という。）との、極度型ローン『クレジットライン』規定（当座貸越規定）（以

下「ローン契約」という。）に基づき私が金融機関等に対し負担する債務につい

て、保証委託者としてＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社（以下「保

証会社」という。）に保証を委託します。 

前文 

私は、次の各条項に同意のうえ、株式会社ジャパンネット銀行（以下「金融機関

等」という。）との、極度型ローン『（旧）クレジットライン』規定（当座貸越規

定）（以下「ローン契約」という。）に基づき私が金融機関等に対し負担する債務

について、保証委託者としてＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社（以

下「保証会社」という。）に保証を委託します。 

 

 

クレジットライン規定（2005 年 8 月 31 日までに契約された方） 新旧対照表 

 

旧 新 

規定名 

クレジットライン規定（2005 年 8 月 31 日までに契約された方） 

規定名 

（旧）クレジットライン規定（2005 年 8 月 31 日までに契約された方） 

 

前文 

ジャパンネット銀行（以下「当社」といいます）とクレジットライン／借入申込

(契約)書兼保証委託申込(契約)書兼印鑑届（以下「契約書」といいます）に基づ

くクレジットライン取引（以下「本取引」といいます）を行う場合は別途定める

各取引規定によるほか、下記条項に同意したものとして取り扱います。 

前文 

ジャパンネット銀行（以下「当社」といいます）と（旧）クレジットライン／借

入申込(契約)書兼保証委託申込(契約)書（以下「契約書」といいます）に基づく

（旧）クレジットライン（※）取引（以下「本取引」といいます）を行う場合は

別途定める各取引規定によるほか、下記条項に同意したものとして取り扱いま

す。 

※2021 年 3 月 2 日まで「クレジットライン」（旧商品名） 

第 1 条 （取引方法） 他 

 ネットキャッシング 

第 1 条 （取引方法） 他 

 カードローン 
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 カードローン 

 クレジットライン 

 借り入れおまとめローン 

 （旧）カードローン 

 （旧）クレジットライン 

 （旧）おまとめローン 

 

規定内の商品名を上記のとおり変更 

第 10 条 （随時返済） 

1.本取引に係る返済は、前条規定の約定返済によるほか、返済用口座に入金した

後、パソコンまたはモバイル操作によってローン口座へ振り替えを行う方法によ

って行うことができます。 

第 10 条 （随時返済） 

1.本取引に係る返済は、前条規定の約定返済によるほか、返済用口座に入金した

後、パソコンまたはスマートフォン操作によってローン口座へ振り替えを行う方

法によって行うことができます。 

 

 

クレジットライン保証委託約款（2005 年 8 月 31 日までに契約された方） 新旧対照表 

 

旧 新 

規定名 

クレジットライン保証委託約款（2005 年 8 月 31 日までに契約された方） 

規定名 

（旧）クレジットライン保証委託約款（2005 年 8 月 31 日までに契約された方） 

 

前文 

私は、次の各条項に同意のうえ、株式会社ジャパンネット銀行（以下「金融機関

等」という。）との、極度型ローン『クレジットライン』規定（当座貸越規定）（以

下「ローン契約」という。）に基づき私が金融機関等に対し負担する債務につい

て、保証委託者としてＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社（以下「保

証会社」という。）に保証を委託します。 

前文 

私は、次の各条項に同意のうえ、株式会社ジャパンネット銀行（以下「金融機関

等」という。）との、極度型ローン『（旧）クレジットライン』規定（当座貸越規

定）（以下「ローン契約」という。）に基づき私が金融機関等に対し負担する債務

について、保証委託者としてＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社（以

下「保証会社」という。）に保証を委託します。 
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おまとめローン規定 新旧対照表 

 

旧 新 

規定名 

借り入れおまとめローン規定 

規定名 

（旧）おまとめローン規定 

前文 

お客さまが、ジャパンネット銀行（以下「当社」といいます）との間で、SMBC

コンシューマーファイナンス株式会社（以下「保証会社」といいます）の保証に

基づき行う借り入れおまとめローン取引（以下「本取引」といいます）は、この

規定の定めるところによるものとします。 

前文 

お客さまが、ジャパンネット銀行（以下「当社」といいます）との間で、SMBC

コンシューマーファイナンス株式会社（以下「保証会社」といいます）の保証に

基づき行う（旧）おまとめローン（※）取引（以下「本取引」といいます）は、

この規定の定めるところによるものとします。 

※2021 年 3 月 2 日まで「借り入れおまとめローン」（旧商品名） 

第 2 条 （取引方法） 他 

 ネットキャッシング 

 カードローン 

 クレジットライン 

 借り入れおまとめローン 

第 2 条 （取引方法） 他 

 カードローン 

 （旧）カードローン 

 （旧）クレジットライン 

 （旧）おまとめローン 

 

規定内の商品名を上記のとおり変更 

第 11 条 （随時返済） 

1.本取引に係る返済は、前条規定の約定返済によるほか、返済用口座に入金した

後、パソコンまたはモバイル操作によってローン口座へ振り替えを行う方法によ

って行うことができます。 

第 11 条 （随時返済） 

1.本取引に係る返済は、前条規定の約定返済によるほか、返済用口座に入金した

後、パソコンまたはスマートフォン操作によってローン口座へ振り替えを行う方

法によって行うことができます。 
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借り入れおまとめローン保証委託約款 新旧対照表 

 

旧 新 

規定名 

借り入れおまとめローン保証委託約款 

規定名 

（旧）おまとめローン保証委託約款 

前文 

私は、次の各条項に同意のうえ、株式会社ジャパンネット銀行（以下「金融機関

等」という。）との、極度型ローン『借り入れおまとめローン』規定（当座貸越規

定）（以下「ローン契約」という。）に基づき私が金融機関等に対し負担する債務

について、保証委託者としてＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社（以

下「保証会社」という。）に保証を委託します。 

前文 

私は、次の各条項に同意のうえ、株式会社ジャパンネット銀行（以下「金融機関

等」という。）との、極度型ローン『（旧）おまとめローン』規定（当座貸越規定）

（以下「ローン契約」という。）に基づき私が金融機関等に対し負担する債務につ

いて、保証委託者としてＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社（以下「保

証会社」という。）に保証を委託します。 

 

 

極度型ローン無利息期間に関する特約（無利息特約） 新旧対照表 

 

旧 新 

第 1 条 

1.本特約は、ジャパンネット銀行（以下「当社」といいます）とカードローン、

クレジットライン、ネットキャッシング、借り入れおまとめローン（以下「極度

型ローン」といいます）の契約（以下「本契約」といいます）を締結したお客さ

まのうち、以下の条件を満たすお客さまに対して適用します。 

(1)過去に当社極度型ローンの借入実績がないこと 

第 1 条 

1.本特約は、ジャパンネット銀行（以下「当社」といいます）と（旧）カードロ

ーン、（旧）クレジットライン、カードローン、（旧）おまとめローン（以下「極

度型ローン」といいます）の契約（以下「本契約」といいます）を締結したお客

さまのうち、以下の条件を満たすお客さまに対して適用します。 

(1)過去に当社極度型ローンの借入実績がないこと 
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(2)過去に本特約の適用を受けていないこと 

(3)次条に定める無利息期間経過後、最初に到来する約定返済の日までに次の

いずれかに該当していないこと 

（a）商品の如何を問わず当社極度型ローン契約を締結し直した場合 

（b）極度型ローン契約を解約した場合 

(4)当社が定める各種規定に違反していないこと 

(5)その他当社が定める基準を満たしていること 

2.カードローンもしくはクレジットラインの契約を締結されたお客さまのうち、

次条に定める無利息期間中にネットキャッシングに切り替えた場合には、前項第

1 号の定めにかかわらず、ネットキャッシング切替後も、当社の定める一定期間

につき本特約を適用します。 

(2)過去に本特約の適用を受けていないこと 

(3)次条に定める無利息期間経過後、最初に到来する約定返済の日までに次の

いずれかに該当していないこと 

（a）商品の如何を問わず当社極度型ローン契約を締結し直した場合 

（b）極度型ローン契約を解約した場合 

(4)当社が定める各種規定に違反していないこと 

(5)その他当社が定める基準を満たしていること 

2.（旧）カードローンもしくは（旧）クレジットラインの契約を締結されたお客

さまのうち、次条に定める無利息期間中にカードローンに切り替えた場合には、

前項第 1 号の定めにかかわらず、カードローン切替後も、当社の定める一定期間

につき本特約を適用します。 

 

 

PayPay ミニアプリ規定（ネットキャッシング） 新旧対照表 

 

旧 新 

規定名 

PayPay ミニアプリ規定（ネットキャッシング） 

規定名 

PayPay ミニアプリ規定（カードローン） 

第 1 条（総則） 

本規定は、株式会社ジャパンネット銀行（以下「当社」といいます）が、PayPay

株式会社（以下「PayPay」といいます）の提供する PayPay アプリを経由してネ

ットキャッシングを利用するためのアプリ（以下「本アプリ」といいます）にて、

ネットキャッシング（以下「本サービス」といいます）を提供するにあたり、そ

第 1 条（総則） 

本規定は、株式会社ジャパンネット銀行（以下「当社」といいます）が、PayPay

株式会社（以下「PayPay」といいます）の提供する PayPay アプリを経由してカ

ードローンを利用するためのアプリ（以下「本アプリ」といいます）にて、カー

ドローン（以下「本サービス」といいます）を提供するにあたり、その利用に関
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の利用に関する条件を、本サービスの利用者（以下「利用者」といいます）と当

社との間で定めるものです。 

する条件を、本サービスの利用者（以下「利用者」といいます）と当社との間で

定めるものです。 

第 4 条（本サービスの性質） 

本サービスは、PayPay アプリ上で当社ネットキャッシングサービスを提供する

ものです。本サービスの詳細は当社が定めるネットキャッシング規定をご確認く

ださい。 

第 4 条（本サービスの性質） 

本サービスは、PayPay アプリ上で当社カードローンサービスを提供するもので

す。本サービスの詳細は当社が定めるカードローン規定をご確認ください。 

第 7 条（利用停止、アカウントの削除） 

利用者が以下の各号のいずれかに該当した場合、当社は、利用者における本サー

ビスの利用に関する一切の権利を喪失させることができるものとし、また本サー

ビスの利用を停止させることができるものとします。 

また、PayPay が利用者に対し、PayPay サービス利用規約に基づきサービスの全

部または一部の利用をお断りしたり、利用者のアカウントを削除したりするとい

った措置を講じた場合は、本サービスにおいても同様の措置が講じられます。 

（1）利用者が本規定その他利用者に適用される規定に定められている事項に違

反した場合、もしくはそのおそれがあると当社が判断した場合 

（2）当社ネットキャッシング利用規定に定める「本取引の制限、本契約の解約」

「反社会的勢力の排除」の内容に該当するおそれがあると当社が判断した場合 

第 7 条（利用停止、アカウントの削除） 

利用者が以下の各号のいずれかに該当した場合、当社は、利用者における本サー

ビスの利用に関する一切の権利を喪失させることができるものとし、また本サー

ビスの利用を停止させることができるものとします。 

また、PayPay が利用者に対し、PayPay サービス利用規約に基づきサービスの全

部または一部の利用をお断りしたり、利用者のアカウントを削除したりするとい

った措置を講じた場合は、本サービスにおいても同様の措置が講じられます。 

（1）利用者が本規定その他利用者に適用される規定に定められている事項に違

反した場合、もしくはそのおそれがあると当社が判断した場合 

（2）当社カードローン利用規定に定める「本取引の制限、本契約の解約」「反社

会的勢力の排除」の内容に該当するおそれがあると当社が判断した場合 

第 8 条（他規定の適用） 

本規定に定めのない事項については、ネットキャッシング規定のほか、当社の他

の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規

定、規則などは当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知しま

す。 

第 8 条（他規定の適用） 

本規定に定めのない事項については、カードローン規定のほか、当社の他の規定、

規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則

などは当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。 

 


